
ＩＰ通信網サービス契約約款の一部改正 
新旧対照 

旧 新 
 

 

料金表 

 

通則 （略） 

第１表 （略） 

第２表 工事に関する費用 

 第１ （略） 

 第２ 工事費 

  １ 適用 

料金表 

 

通則 （略） 

第１表 （略） 

第２表 工事に関する費用 

 第１ （略） 

 第２ 工事費 

  １ 適用 

 区  分 内          容   区  分 内          容  

 ⑴ 工事費の算定 工事費は、基本工事費と施工した工事に係る交換機等工事費、

回線収容部工事費、回線終端装置工事費、屋内配線工事費、

機器工事費、配線経路構築工事費、配線保護工事費、時刻指

定工事費、工事の着手等に関する工事費及び契約申込の承諾

の日等に行う工事費を合計して算定します。 

  ⑴ 工事費の算定 工事費は、基本工事費と施工した工事に係る交換機等工事

費、回線収容部工事費、回線終端装置工事費、屋内配線工事

費、機器工事費、配線経路構築工事費、配線保護工事費、時

刻指定工事費、工事の着手等に関する工事費、契約申込の承

諾の日等に行う工事費及び引込線等撤去工事費を合計して

算定します。 

 

 ⑵ 基本工事費の

適用 

 

 

 

 

 

ア 基本工事費について、回線終端装置工事、配線工事（配

線経路構築工事及び配線保護工事は含みません。）、機器工

事及び工事の着手等に関する工事費（工事の結果の報告に

係るものに限ります。）に関する工事費の額の合計額が

29,000円(税込価格 31,900円)までの場合は基本額のみを

適用し、29,000円(税込価格 31,900円)を超える場合は

29,000円(税込価格 31,900円)までごとに加算額を計算し、

基本額にその額を加算して適用します。 

イ 削除 

ウ （略） 

  ⑵ 基本工事費の

適用 

 

 

 

 

 

ア 基本工事費について、回線終端装置工事、配線工事（配

線経路構築工事及び配線保護工事は含みません。）、機器工

事、工事の着手等に関する工事（工事の結果の報告に係る

ものに限ります。）及び引込線等撤去工事に関する工事費の

額の合計額が29,000円(税込価格 31,900円)までの場合は

基本額のみを適用し、29,000円(税込価格 31,900円)を超え

る場合は29,000円(税込価格 31,900円)までごとに加算額

を計算し、基本額にその額を加算して適用します。 

イ 削除 

ウ （略） 

 

 ⑶ 交換機等工事

費、回線収容部工

事費、回線終端装

置工事費、屋内配

線工事費、機器工

事費、配線経路構

築工事費及び配

線保護工事費の

適用 

交換機等工事費、回線収容部工事費、回線終端装置工事費、

屋内配線工事費、機器工事費、配線経路構築工事費及び配線

保護工事費は、次の場合に適用します。 

  ⑶ 交換機等工事

費、回線収容部工

事費、回線終端装

置工事費、屋内配

線工事費、機器工

事費、配線経路構

築工事費、配線保

護工事費及び引

込線等撤去工事

費の適用 

交換機等工事費、回線収容部工事費、回線終端装置工事費、

屋内配線工事費、機器工事費、配線経路構築工事費、配線

保護工事費及び引込線等撤去工事費は、次の場合に適用し

ます。 

 

  区  分 交換機等工事費等の適用     区  分 交換機等工事費等の適用   

  ア 

～ （略） 

ク 

 

 （略） 

    ア 

～ （略） 

ク 

 

（略） 

  



新旧対照 

旧 新 
 

   ケ 配線保護工

事費 

（略）      ケ 配線保護工

事費 

（略）   

          コ 引込線等撤

去工事費 

ＩＰ通信網契約者からの請求により、メ

ニュー５に係るＩＰ通信網契約の解除

（移転に伴うもの及び当社が別に定め

るものを除きます。）に伴う引込線、回

線終端装置及び配線設備多重装置等の

撤去の工事（以下「引込線等撤去工事」

といいます。）を要する場合に適用しま

す。 

  

        

 ⑷ （略） （略）   ⑷ （略） （略）  

 ⑸ （略） （略）   ⑸ （略） （略）  

 ⑹ 割増工事費の

適用 

 

 

ア 当社は、メニュー５に係るＩＰ通信網契約者からその契

約者回線の設置若しくは移転、品目若しくは細目の変更、

無線ＬＡＮ対応型ルータ機能付回線接続装置（Ｉ型の基本

装置に限ります。）の設置若しくは廃止に関する工事（その

契約者回線又はその端末設備の工事に係る基本工事費及び

交換機等工事費の合計額が3,000円(税込価格 3,300円) で

あるものを除きます。）又は工事の着手等に関する工事（配

線経路の調査に係るものに限ります。）を土曜日、日曜日及

び祝日（国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）

の規定により休日とされた日並びに１月２日、１月３日及

び12月29日から12月31日までの日をいいます。）に行ってほ

しい旨の申出があった場合（配線経路構築工事費及び配線

保護工事費に係る工事の場合は、回線終端装置に関する工

事の施工日に限ります。）であって、その申出を当社が承諾

した場合、その工事に関する工事費の合計額に、１の工事

ごとに3,000円(税込価格 3,300円)を加算して適用します。 

 

イ （略） 

  ⑹ 割増工事費の

適用 

 

 

 

 

ア 当社は、メニュー５に係るＩＰ通信網契約者からその契

約者回線の設置若しくは移転、品目若しくは細目の変更、

無線ＬＡＮ対応型ルータ機能付回線接続装置（Ｉ型の基本

装置に限ります。）の設置若しくは廃止に関する工事（その

契約者回線又はその端末設備の工事に係る基本工事費及び

交換機等工事費の合計額が3,000円(税込価格 3,300円) で

あるものを除きます。）、工事の着手等に関する工事（配線

経路の調査に係るものに限ります。）又は引込線等撤去工事

を、土曜日、日曜日及び祝日（国民の祝日に関する法律（昭

和23年法律第178号）の規定により休日とされた日並びに１

月２日、１月３日及び12月29日から12月31日までの日をい

います。）に行ってほしい旨の申出があった場合（配線経路

構築工事費及び配線保護工事費に係る工事の場合は、回線

終端装置に関する工事の施工日に限ります。）であって、そ

の申出を当社が承諾した場合、その工事に関する工事費の

合計額に、１の工事ごとに3,000円(税込価格 3,300円)を加

算して適用します。 

イ （略） 

 

 ⑺ 時刻指定工事

費の適用 

 

ア メニュー２－２（料金表第１表第１類第１の１⑵イの

(コ)に規定する契約者回線の終端の場所をＩＰ通信網契約

者が指定する収容ＩＰ通信網サービス取扱所内において当

社が指定する場合を除きます。）、メニュー５、メニュー６

  ⑺ 時刻指定工事

費の適用 

 

ア メニュー２－２（料金表第１表第１類第１の１⑵イの

(コ)に規定する契約者回線の終端の場所をＩＰ通信網契約

者が指定する収容ＩＰ通信網サービス取扱所内において当

社が指定する場合を除きます。）、メニュー５、メニュー６

 



新旧対照 

旧 新 
 

 －２（その契約者回線の終端の場所がＩＰ通信網サービス

取扱所内となるものを除きます。）、メニュー６－７又はメ

ニュー８（契約者回線型サービスであって、契約者回線の

終端の場所が、当社が別に定めるＩＰ通信網サービス取扱

所が所在するＩＰ通信網サービス区域内における収容エリ

ア内の場合に限ります。）に係る契約者回線について、ＩＰ

通信網契約者から時刻指定工事費を支払うことを条件にそ

のＩＰ通信網契約者が指定する時刻（当社が別に定める時

刻に限ります。以下、「指定時刻」といいます。）に工事（交

換機等工事のみの場合を除きます。）を行ってほしい旨の申

出があった場合であって、当社が指定時刻にその工事を行

う場所に到着したとき（その申出をしたＩＰ通信網契約者

の責により当社が指定時刻にその工事を行う場所に到着で

きなかった場合を含みます。）は、１の指定する時刻ごとに

次表に規定する額を適用します。 

 ただし、当社の責に帰すべき事由によりその工事が完了

しなかった場合は、この限りでありません。 

 －２（その契約者回線の終端の場所がＩＰ通信網サービス

取扱所内となるものを除きます。）、メニュー６－７又はメ

ニュー８（契約者回線型サービスであって、契約者回線の

終端の場所が、当社が別に定めるＩＰ通信網サービス取扱

所が所在するＩＰ通信網サービス区域内における収容エリ

ア内の場合に限ります。）に係る契約者回線について、ＩＰ

通信網契約者から時刻指定工事費を支払うことを条件にそ

のＩＰ通信網契約者が指定する時刻（当社が別に定める時

刻に限ります。以下、「指定時刻」といいます。）に工事（交

換機等工事のみの場合を除きます。）を行ってほしい旨の申

出があった場合又はＩＰ通信網契約の解除に伴う引込線、

回線終端装置及び配線設備多重装置等の撤去を行う場合  

であって、当社が指定時刻にその工事を行う場所に到着し

たとき（その申出をしたＩＰ通信網契約者の責により当社

が指定時刻にその工事を行う場所に到着できなかった場合

を含みます。）は、１の指定する時刻ごとに次表に規定する

額を適用します。 

 ただし、当社の責に帰すべき事由によりその工事が完了

しなかった場合、移転を伴うIＰ通信網契約の解除があった

場合及び当社が別に定める理由による場合は、この限りで

ありません。 

   （略）      （略）   

  イ １の者からの請求により同時に２以上の工事を施工する

場合は、それらの工事を１の工事とみなして、時刻指定工

事費を適用します。 

ウ 当社は、当社が指定時刻に到着しなかったことに伴い発

生する損害については、責任を負いません。 

   イ １の者からの請求により同時に２以上の工事を施工する

場合は、それらの工事を１の工事とみなして、時刻指定工

事費を適用します。 

ウ 当社は、当社が指定時刻に到着しなかったことに伴い発

生する損害については、責任を負いません。 

 

 ⑺の２ 工事の着

手等に関する工

事費の適用 

 （略）   ⑺の２ 工事の着

手等に関する工

事費の適用 

 （略）  

 ⑺の３ 契約申込

の承諾の日等に

行う工事費の適

用 

 

 

ア メニュー５（メニュー５－１におけるプラン４－２のも

の及びプラン５のものを除きます。）に係る契約者回線につ

いて、ＩＰ通信網契約者から契約申込又は工事を要する請

求にあたって、その承諾を受ける日又はその翌日に工事（交

換機等工事のみの場合の工事、⑹欄のイに規定する場合の

工事又は⑺欄に規定する場合の工事を除きます。）を行って

ほしい旨の申出があった場合であって、その申出を当社が

  ⑺の３ 契約申込

の承諾の日等に

行う工事費の適

用 

 

 

ア メニュー５（メニュー５－１におけるプラン４－２のも

の及びプラン５のものを除きます。）に係る契約者回線につ

いて、ＩＰ通信網契約者から契約申込又は工事を要する請

求にあたって、その承諾を受ける日又はその翌日に工事（交

換機等工事のみの場合の工事、引込線等撤去工事、⑹欄の

イに規定する場合の工事又は⑺欄に規定する場合の工事を

除きます。）を行ってほしい旨の申出があった場合であっ

 



新旧対照 

旧 新 
 

 承諾したときは、その工事に関する工事費の合計額に、１

の工事ごとに20,000円(税込価格 22,000円)を加算して適

用します。ただし、当社の責に帰すべき事由によりその工

事が完了しなかった場合は、この限りでありません。 

 

イ （略） 

ウ （略） 

 て、その申出を当社が承諾したときは、その工事に関する

工事費の合計額に、１の工事ごとに20,000円(税込価格 

22,000円)を加算して適用します。 

 ただし、当社の責に帰すべき事由によりその工事が完了

しなかった場合は、この限りでありません。 

イ （略） 

ウ （略） 

 ⑻ 

～ （略） 

⑿ 

  

 （略） 

  ⑻ 

～ （略） 

⑿ 

 

（略） 

 

  

  ２ 工事費の額 

   ２－１ 

    ～ （略） 

   ２－４ 

２－５ メニュー５に関するもの 

 ⑴ （略） 

 ⑵ （略） 

  ２ 工事費の額 

   ２－１ 

    ～ （略） 

   ２－４ 

   ２－５ メニュー５に関するもの 

    ⑴ （略） 

    ⑵ （略） 

    ⑶ 契約の解除に関する工事 

  区     分 単 位 工事費の額  

  ア 基本工事費 １の工事ご

とに 

  

   基本額 7,500円 

(税込価格 

8,250円) 

 

   加算額 3,500円 

(税込価格 

3,850円) 

 

  イ 引込線等

撤去工事費 

(ア) メニュー５－１に係るもの １契約者回

線ごとに 

4,500円 

(税込価格 

4,950円) 

 

  (イ) メニュー５－２に係るもの １契約者回

線ごとに 

2,500円 

(税込価格 

2,750円) 

 

  



新旧対照 

旧 新 
 

 附 則（令和８年３月30日東経営第000200000806号） 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、令和８年４月１日から実施します。 

 （経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの

料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 



音声利用ＩＰ通信網サービス契約約款の一部改正 
新旧対照 

旧 新 
 

 

料金表 

 

通則 （略） 

第１表 （略） 

第２表 工事に関する費用 

 第１ 工事費 

  １ 適用 

料金表 

 

通則 （略） 

第１表 （略） 

第２表 工事に関する費用 

 第１ 工事費 

  １ 適用 

 区  分 内          容   区  分 内          容  

 ⑴ 工事費の算定 工事費は、基本工事費と施工した工事に係る交換機等工事費、

回線終端装置工事費、機器工事費、配線経路構築工事費、配線

保護工事費、時刻指定工事費、工事の着手等に関する工事費及

び契約申込の承諾の日等に行う工事費を合計して算定します。 

  ⑴ 工事費の算定 工事費は、基本工事費と施工した工事に係る交換機等工事費、

回線終端装置工事費、機器工事費、配線経路構築工事費、配線

保護工事費、時刻指定工事費、工事の着手等に関する工事費、

契約申込の承諾の日等に行う工事費及び引込線等撤去工事費を

合計して算定します。 

 

 ⑵ 基本工事費の

適用 

 

 

 

 

ア 基本工事費について、回線終端装置工事、機器工事及び工

事の着手等に関する工事（工事の結果の報告に係るものに限

ります。）に関する工事費の額の合計額が29,000円(税込価格 

31,900円)までの場合は基本額のみを適用し、29,000円(税込

価格31,900円)を超える場合は29,000円(税込価格 31,900

円)までごとに加算額を計算し、基本額にその額を加算して

適用します。 

イ （略） 

  ⑵ 基本工事費の

適用 

 

 

 

 

ア 基本工事費について、回線終端装置工事、機器工事、工事

の着手等に関する工事（工事の結果の報告に係るものに限り

ます。）及び引込線等撤去工事に関する工事費の額の合計額

が29,000円(税込価格 31,900円)までの場合は基本額のみを

適用し、29,000円(税込価格 31,900円)を超える場合は

29,000円(税込価格 31,900円)までごとに加算額を計算し、

基本額にその額を加算して適用します。 

イ （略） 

 

 ⑶ 交換機等工事

費、回線終端装

置工事費、機器

工事費、配線経

路構築工事費及

び配線保護工事

費の適用 

交換機等工事費、回線終端装置工事費、機器工事費、配線経路

構築工事費及び配線保護工事費は、次の場合に適用します。 

  ⑶ 交換機等工事

費、回線終端装

置工事費、機器

工事費、配線経

路構築工事費、

配線保護工事費

及び引込線等撤

去工事費の適用 

交換機等工事費、回線終端装置工事費、機器工事費、配線経路

構築工事費、配線保護工事費及び引込線等撤去工事費は、次の

場合に適用します。 

 

  区  分 交換機等工事費等の適用     区  分 交換機等工事費等の適用   

  ア 

～ （略） 

オ 

 

 （略） 

    ア 

～ （略） 

オ 

 

（略） 

  

   カ 配線保護工

事費 

（略）      カ 配線保護工

事費 

（略）   



新旧対照 

旧 新 
 

          キ 引込線等撤

去工事費 

第１種契約者からの請求により、第１種

契約の解除（移転に伴うもの及び当社が

別に定めるものを除きます。）に伴う引

込線、回線終端装置及び配線設備多重装

置等の撤去の工事（以下「引込線等撤去

工事」といいます。）を要する場合に適

用します。 

  

        

 ⑷ （略） （略）   ⑷ （略） （略）  

 ⑸ （略） （略）   ⑸ （略） （略）  

 ⑹ 割増工事費の

適用 

 

 

ア （略） 

イ 当社は、第１種契約者からその契約者回線の設置若しくは

品目等の変更に関する工事（その工事に係る基本工事費及び

交換機等工事費の合計額が4,000円（税込価格 4,400円）で

あるものを除きます。）又は第４種契約者からその契約者回

線の設置に関する工事（その契約者回線の工事に係る基本工

事費及び交換機等工事費の合計額が3,000円(税込価格 

3,300円)であるものを除きます。）又は工事の着手等に関す

る工事（配線経路の調査に係るものに限ります。）を土曜日、

日曜日及び祝日（国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第

178号）の規定により休日とされた日並びに１月２日、１月

３日及び12月29日から12月31日までの日をいいます。）に行

ってほしい旨の申出があった場合であって、当社がその申出

を承諾した場合、その工事に関する工事費の合計額に、１の

工事ごとに3,000円(税込価格3,300円)を加算して適用しま

す。 

  ⑹ 割増工事費の

適用 

 

 

 

 

ア （略） 

イ 当社は、第１種契約者からその契約者回線の設置若しくは

品目等の変更に関する工事（その工事に係る基本工事費及び

交換機等工事費の合計額が4,000円（税込価格 4,400円）で

あるものを除きます。）又は第４種契約者からその契約者回

線の設置に関する工事（その契約者回線の工事に係る基本工

事費及び交換機等工事費の合計額が3,000円(税込価格 

3,300円)であるものを除きます。）、工事の着手等に関する工

事（配線経路の調査に係るものに限ります。）又は引込線等

撤去工事を、土曜日、日曜日及び祝日（国民の祝日に関する

法律（昭和23年法律第178号）の規定により休日とされた日

並びに１月２日、１月３日及び12月29日から12月31日までの

日をいいます。）に行ってほしい旨の申出があった場合であ

って、当社がその申出を承諾した場合、その工事に関する工

事費の合計額に、１の工事ごとに3,000円(税込価格3,300円)

を加算して適用します。 

 

 ⑹の２ （略） （略）   ⑹の２ （略） （略）  



新旧対照 

旧 新 
 

 ⑹の３ 契約申込

の承諾の日等に

行う工事費の適

用 

ア 第１種サービス又は第４種サービスに係る契約者回線に

ついて、その契約者から契約申込又は工事を要する請求にあ

たって、その承諾を受ける日又はその翌日に工事（交換機等

工事のみの場合の工事、時刻指定工事費を適用する場合の工

事又は⑹欄のアに規定する場合の工事を除きます。）を行っ

てほしい旨の申出があった場合であって、その申出を当社が

承諾したときは、その工事に関する工事費の合計額に、１の

工事ごとに20,000円(税込価格22,000円)を加算して適用し

ます。 

 ただし、当社の責に帰すべき事由によりその工事が完了し

なかった場合は、この限りでありません。 

イ （略） 

ウ （略） 

  ⑹の３ 契約申込

の承諾の日等に

行う工事費の適

用 

ア 第１種サービス又は第４種サービスに係る契約者回線に

ついて、その契約者から契約申込又は工事を要する請求にあ

たって、その承諾を受ける日又はその翌日に工事（交換機等

工事のみの場合の工事、引込線等撤去工事、時刻指定工事費

を適用する場合の工事又は⑹欄のアに規定する場合の工事

を除きます。）を行ってほしい旨の申出があった場合であっ

て、その申出を当社が承諾したときは、その工事に関する工

事費の合計額に、１の工事ごとに20,000円(税込価格22,000

円)を加算して適用します。 

 ただし、当社の責に帰すべき事由によりその工事が完了し

なかった場合は、この限りでありません。 

イ （略） 

ウ （略） 

 

 ⑺ 時刻指定工事

費の適用 

ア 第１種契約者、第２種契約者又は第４種契約者から時刻指

定工事費を支払うことを条件にその契約者が指定する時刻

（当社が別に定める時刻に限ります。以下、「指定時刻」と

いいます。）に工事（交換機等工事のみの場合を除きます。）

を行ってほしい旨の申出があった場合であって、当社が指定

時刻にその工事を行う場所に到着したとき（その申出をした

契約者の責により当社が指定時刻にその工事を行う場所に

到着できなかった場合を含みます。）は、１の指定する時刻

ごとに次表に規定する額を適用します。 

  ⑺ 時刻指定工

事費の適用 

ア 第１種契約者、第２種契約者又は第４種契約者から時刻指

定工事費を支払うことを条件にその契約者が指定する時刻

（当社が別に定める時刻に限ります。以下、「指定時刻」と

いいます。）に工事（機器工事、回線終端装置工事、配線経

路構築工事、配線保護工事又は引込線撤去工事（以下この欄

において同じとします。）を行ってほしい旨の申出があった

場合又は契約の解除に伴う引込線、回線終端装置及び配線設

備多重装置等の撤去を行う場合であって、当社が指定時刻に

その工事を行う場所に到着したとき（その申出をした契約者

の責により当社が指定時刻にその工事を行う場所に到着で

きなかった場合を含みます。）は、１の指定する時刻ごとに

次表に規定する額を適用します。 

 ただし、当社の責めに帰すべき理由によりその工事が完了

しなかった場合、移転を伴う契約の解除があった場合及び当

社が別に定める理由による場合は、この限りでありません。 

 

  イ １の者からの請求により同時に２以上の工事を施工する

場合は、それらの工事を１の工事とみなして、時刻指定工事

費を適用します。 

ウ 当社は、当社が指定時刻に到着しなかったことに伴い発生

する損害については、責任を負いません。 

     

   （略）      （略）   

        



新旧対照 

旧 新 
 

      イ １の者からの請求により同時に２以上の工事を施工する

場合は、それらの工事を１の工事とみなして、時刻指定工事

費を適用します。 

ウ 当社は、当社が指定時刻に到着しなかったことに伴い発

生する損害については、責任を負いません。 

 

 ⑺の２  

～ （略） 

⑼ 

  

 （略） 

  ⑺の２  

～ （略） 

⑼ 

 

（略） 

 

  

  ２ 工事費の額 

   ２－１ （略） 

   ２－２ 利用の一時中断に関する工事 （略） 

 

  ２ 工事費の額 

   ２－１ （略） 

   ２－２ 利用の一時中断に関する工事 （略） 

   ２－３ 契約の解除に関する工事 

  区     分 単 位 工事費の額  

  ⑴ 基本工事費 １の工事ごとに   

   基本額 7,500円 

(税込価格 

8,250円) 

 

   加算額 3,500円 

(税込価格 

3,850円) 

 

  ⑵ 引込線等

撤去工事費 

ア イ以外の第１種サ

ービスに係るもの 

１契約者回線ごとに 4,500円 

(税込価格 

4,950円) 

 

   イ 同一の契約者グル

ープを設定して提供

する第１種サービス

に係るもの 

１契約者回線ごとに 2,500円 

(税込価格 

2,750円) 

 

  

 附 則（令和８年３月30日東経営第000200000806号） 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、令和８年４月１日から実施します。 

 （経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの

料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 



特定地域向け音声利用ＩＰ通信網サービス契約約款の一部改正 
新旧対照 

旧 新 
 

 

料金表 

 

通則 （略） 

第１表 （略） 

第２表 工事に関する費用 

 第１ 工事費 

  １ 適用 

料金表 

 

通則 （略） 

第１表 （略） 

第２表 工事に関する費用 

 第１ 工事費 

  １ 適用 

 区  分 内          容   区  分 内          容  

 ⑴ 工事費の算定 工事費は、基本工事費、施工した工事に係る交換機等工事費及

び回線終端装置工事費を合計して算定します。 

  ⑴ 工事費の算定 工事費は、基本工事費、施工した工事に係る交換機等工事費、

回線終端装置工事費、時刻指定工事費及び引込線等撤去工事費

を合計して算定します。 

 

 ⑵ 基本工事費の

適用 

 

 

ア 回線終端装置工事に関する工事費の額が29,000円 (税込

価格 31,900円)までの場合は基本額のみを適用し、29,000

円 (税込価格 31,900円)を超える場合は29,000円(税込価格 

31,900円)までごとに加算額を計算し、基本額にその額を加

算して適用します。 

 

イ （略） 

  ⑵ 基本工事費の

適用 

 

 

 

ア 基本工事費について、回線終端装置工事及び引込線等撤去

工事に関する工事費の額の合計額が29,000円(税込価格 

31,900円)までの場合は基本額のみを適用し、29,000円(税込

価格 31,900円)を超える場合は29,000円(税込価格 31,900

円)までごとに加算額を計算し、基本額にその額を加算して

適用します。 

イ （略） 

 

 ⑶ 交換機等工事

費及び回線終端

装置工事費の適

用 

交換機等工事費及び回線終端装置工事費は、次の場合に適用し

ます。 

  ⑶ 交換機等工事

費、回線終端装

置工事費及び引

込線等撤去工事

費の適用 

交換機等工事費、回線終端装置工事費及び引込線等撤去工事費

は、次の場合に適用します。 

 

  区  分 交換機等工事費等の適用     区  分 交換機等工事費等の適用   

  ア 交換機等工事

費 

 （略）     ア 交換機等工

事費 

 （略）   

   イ 回線終端装置

工事費 

（略）      イ 回線終端装

置工事費 

（略）   

          ウ 引込線等撤

去工事費 

光回線電話契約者からの請求により、光

回線電話契約の解除（移転に伴うもの及

び当社が別に定めるものを除きます。）

に伴う引込線及び回線終端装置等の撤

去の工事（以下「引込線等撤去工事」と

いいます。）を要する場合に適用します。 

  

        

 ⑷ （略） （略）   ⑷ （略） （略）  



新旧対照 

旧 新 
 

 ⑸ 割増工事費の

適用 

（略）   ⑸ 割増工事費の

適用 

（略）  

     ⑸の２  時刻指

定工事費の適

用 

ア 光回線電話契約者又はワイヤレス固定電話契約者から時

刻指定工事費を支払うことを条件にその契約者が指定する

時刻（当社が別に定める時刻に限ります。以下、「指定時刻」

といいます。）に工事（回線終端装置工事又は引込線撤去工

事（以下この欄において同じとします。）を行ってほしい旨

の申出があった場合又は光回線電話契約の解除に伴う引込

線、回線終端装置及び配線設備多重装置等の撤去を行う場合  

であって、当社が指定時刻にその工事を行う場所に到着した

とき（その申出をした契約者の責により当社が指定時刻にそ

の工事を行う場所に到着できなかった場合を含みます。）は、

１の指定する時刻ごとに次表に規定する額を適用します。 

 ただし、当社の責めに帰すべき理由によりその工事が完了

しなかった場合、移転を伴う契約の解除があった場合及び当

社が別に定める理由による場合は、この限りでありません。 

 

        

         指定時刻 工事費の額   

         
午前９時から午後４時まで 11,000円 

(税込価格 12,100円) 
  

         
午後５時から午後９時まで 18,000円 

(税込価格 19,800円)   

         
午後10時から翌日の午前８時

まで 

28,000円 

(税込価格 30,800円)   

      イ １の者からの請求により同時に２以上の工事を施工する

場合は、それらの工事を１の工事とみなして、時刻指定工事

費を適用します。 

ウ 当社は、当社が指定時刻に到着しなかったことに伴い発

生する損害については、責任を負いません。 

 

 ⑹ 工事費の適用

除外 

 （略）   ⑹ 工事費の適用

除外 

 （略）  

 ⑺ 工事費の減額

適用 

 （略）   ⑺ 工事費の減

額適用 

 （略）  

  



新旧対照 

旧 新 
 

  ２ 工事費の額 

   ２－１ （略） 

   ２－２ 利用の一時中断等に関する工事 （略） 

 

  ２ 工事費の額 

   ２－１ （略） 

   ２－２ 利用の一時中断等に関する工事 （略） 

   ２－３ 契約の解除に関する工事 

  区     分 単 位 工事費の額  

  ⑴ 基本工事費 １の工事ごとに   

   基本額 7,500円 

(税込価格 

8,250円) 

 

   加算額 3,500円 

(税込価格 

3,850円) 

 

  ⑵ 引込線等

撤去工事費 

ア イ以外のもの 

（戸建て） 

１契約者回線ごとに 4,500円 

(税込価格 

4,950円) 

 

   イ 当社が指定する同

一の構内又は建物内

に終端がある契約者

回線に係る光回線電

話契約者からなるグ

ループを設定するも

の（集合住宅） 

１契約者回線ごとに 2,500円 

(税込価格 

2,750円) 

 

  

 附 則（令和８年３月30日東経営第000200000806号） 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、令和８年４月１日から実施します。 

 （経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの

料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 


